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お問合せ：福祉課 保険・年金班 国保担当　☎985-7124

令和３年度

１．国保資格及び国保税賦課の適正化

（１）他保険加入者の把握に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。また、大
幅な遅延者については、担当職員による調査等に基づき職権で国保資格を喪
失させる。

（２）所得未申告者へ文書や臨戸、電話等により申告勧奨を行い、適正課税に
努める。

（３）失業等のほか新型コロナウイルス感染症の影響による納付困難な世帯につい
て、町減免規定により積極的推進を図る。

（４）非自発的失業者の軽減措置等の減免制度を国保加入者へ周知を行う。
（５）広報誌及びホームページ等を活用し、国保制度や事業の周知・啓発を図る。

２．徴収体制の充実・改善
（１）短期被保険者証の交付により、滞納者との接触の機会を図り、納付指導を行う。
（２）１年以上の長期滞納者については、資格者証の交付を検討する。
（３）新規加入者に対し、窓口や納税通知書送付時による口座振替の勧奨を行
（４）11月及び12月を徴収月間と位置づけし、収納強化を図る。
（５）コンビニ収納の継続実施や周知を図るなど、納税者の利便性向上に努める。
（６）町税務課との連携により情報を共有し、徴収体制の充実を図る。
（７）地区及び県主催の研修会等へ積極的に参加し、職員の資質向上を図る。

３．滞納処分実施の取組について

（１）令和３年度に発生した滞納を発生直後から早期に財産調査を行い整理する。
（２）滞納者の財産調査を行い滞納処分を実施する。
（３）少額滞納案件を11月、12月の期間に集中的に整理を行う。
（４）財産調査結果に基づいて、納税資力の見極めを行い、滞納処分により著しく生

活を窮迫させるおそれのある場合は、執行停止処分を行う。
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国民健康保険傷病手当金の支給について

　母子保健推進員は、妊産婦さんや乳幼児が元気で過ごせるよう、久米島町役場福祉課の職員と一
緒に活動しています。
　現在6人のメンバーがおり、活動をさらに促進するために新メンバーを募集します。島の子ども
たちのために、一緒に活動しませんか？

○主な活動 ・乳幼児健診や離乳食学習会等でのサポート
 ・保育園・幼稚園での歯みがき教室の実施　など
○報　　酬 活動内容・時間に応じてお支払いします
○資　　格 妊産婦・乳幼児の健康促進に熱意のある方

1. 給与の支払いを受けている久米島町国民健康保険の加入者であること
2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労
務に服することができなくなった者

3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和２年１月１日から
令和３年12月31日までの間に属すること

4. 給与等支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服するこ
とができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日

令和２年１月１日から令和３年12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は最長1年6か月まで

・（直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数）×　2/3　×　支給日数
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興味がある方、
お気軽にお問合せください！
見学だけでも歓迎です♪
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